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鎌田第一地区における地区計画の変更について

１．提案の内容

【提案】建物の高さの最高限度の撤廃。戸建て住宅の制限。

【対象街区】12・14・25・32街区（近隣商業地域の一部）

変更内容

近隣商業地域Ａ地区：
・現在の20ｍの建物の高さの最高限度をなく
すことで、容積率200％までは、高さ制限
なく建築できます。
・この見直しにより、近隣商業地域に特化す
べく、現在は一部で認められていた戸建住
宅の建築を認めないようにします。

高さ制限を外すことで、現在は５階までしか
建築出来なかった建物が、８階又は１０階ま
で建築できるようになります。

※敷地面積を2,000㎡、階高3.5mとした場合。

容積率：（建築物の各階の床面積の計÷敷地面積）×１００

建ぺい率：（建築物の建築面積 ÷敷地面積）×１００
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（例２）
高さ制限：なし
建ぺい率：20％の場合

（例１）
高さ制限：なし
建ぺい率：25％の場合
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対象範囲

【凡例】

御厨駅

14街区

【要望】かき又は柵の構造の制限を変更。

【対象】

・全地区：前面道路から0.6m以上後退しなくても良いとすること。
・一種低層住居Ａ、Ｂ地区・一種住居Ａ、Ｂ地区：ブロック塀の設置を認めないこと。

２．要望の内容

※近商Ａ.Ｂ地区、準工Ａ.Ｂ.Ｃ地区
のみ該当

0. 6ｍ以上後退

「0.6m以上後退」を削除

●かき又は柵を後退させた場合

●フェンス
・鉄、アルミ、木、竹製のフェンス等 ・鉄、アルミ、木、竹製のフェンス

変更前

「フェンス」に変更

変更後


